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木津川上流部 減災対策協議会を取り巻くこれまでの経緯
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• 木津川上流部では、平成27年の社会資本整備審議会答申を踏まえ、平成28年6月に木津川上流部減災対策協議会（以下、木津上減災協）を設
立。その後、平成28年度～令和２年度に実施する取組をまとめた『「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく木津川上流部の取組方針』を策定
し、5カ年ごとに改定を行っている。

• その後、令和2年の社会資本整備審議会答申を踏まえ、淀川流域治水協議会木津川上流分会が創設され、木津上減災協の規約改定と共に分
会は減災協の中に統合された。翌年には「淀川水系流域治水プロジェクト木津川分会」版（以下、流域治水プロジェクト）を策定している。

平成27年9月 関東・東北豪雨災害（鬼怒川の洪水氾濫）

平成30年7月豪雨

令和元年10月 東日本台風

■社会資本整備審議会答申（平成27年12月）
「施設の能力には限界があり、施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を
変革し、社会全体で洪水氾濫に備える必要がある。

■社会資本整備審議会答申（令和2年7月）
近年の水災害による甚大な被害を受けて、施設能力を超過する洪水が発生することを前提に、
社会全体で洪水に備える水防災意識社会の再構築を一歩進め、気候変動の影響や社会状況
の変化などを踏まえ、あらゆる関係者が協働して流域全体で行う、流域治水への転換を推進し、
防災・減災が主流となる社会を目指す。

「『水災害意識社会再構築ビジョン』に基づく木津川上流部の取組方針」策定
（平成28年7月26日）

令和2年度までに達成すべき目標・概ね5年で実施する取組を設定

木津川上流部大規模水害・土砂災害に関する減災対策協議会 創設
（平成28年6月1日）

■「水災害を自分事化し、流域治水に取り組む主体を増やす総力戦の流域
治水をめざして」提言（令和5年4月）
・ 激甚化・頻発化する水災害から命を守り、被害を最小化するためには、住民や企業等が自ら
の水害リスクを認識し、自分事として捉え、主体的に行動することに加え、さらに視野を広げて、
流域全体の被害や水災害対策の全体像を認識し、自らの行動を深化させることで、流域治水
の取り組みを推進していく必要がある。
・ このため国土交通省では、令和５年４月に「水害リスクを自分事化し、流域治水に取り組む主
体を増やす流域治水の自分事化検討会」を設置

■流域治水プロジェクト2.0への更新を表明（令和5年8月)
・ グリーンインフラや治水機能以外の多面的な機能も考慮する必要がある。
・ 気候変動を踏まえた治水計画に見直すとともに、流域対策の目標を定め、あらゆる関係者に
よる流域対策の充実を目的とし、気候変動を踏まえた河川及び流域での対策の方向性を『流域
治水プロジェクト2.0』として、全国１０９水系で順次更新し、流域関係者で共有

平成27年12月 水防災意識社会再構築ビジョン 策定

淀川流域治水協議会木津川上流分会 創設
（令和2年10月） ※木津川上流部減災対策協議会と統合（減災協規約改定）

「淀川水系流域治水プロジェクト木津川分会」版策定
（令和3年2月）

「『水災害意識社会再構築ビジョン』に基づく木津川上流部の取組方針」改定
（令和4年3月25日）

令和7年度までに達成すべき目標・概ね5年で実施する取組を設定

「淀川水系流域治水プロジェクト2.0 木津川分会」版策定
（令和6年3月）



H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

R9出水期前より
年1回の合同開催を
通例とすることを想定

6月 7月 10月8月 3月5月 6月 5月 1月 6月 10月 3月 5月 5月 3月 4月 2月 5月 4月 4月ごろ2月 2月

減災対策協議会 今後の実施方針（合同開催）
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○平成28年6月1日に設立
○「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく木津川上流部の取組方針を策定（H28.7.26、R4.3.25改定）

○構成メンバー:水防法第15条の9、第15条の10に基づく構成員
津市長、名張市長、伊賀市長、笠置町長、南山城村長、宇陀市長、山添村長、曽爾村長、御杖村長、三重県（伊賀建設事務所長、伊賀地域
防災総合事務所長、津建設事務所長、津地域防災総合事務所長、京都府（山城南土木事務所長）、奈良県（奈良土木事務所長、宇陀土木
事務所長）、水資源機構関西支社木津川ダム総合管理所長、津地方気象台長、奈良地方気象台長、国土交通省近畿地方整備局（淀川ダ
ム統合管理事務所長、木津川上流河川事務所長、紀伊山系砂防事務所長）

■５年間で達成すべき目標
平成27年9月の関東・東北豪雨や平成26年8月の広島土砂災害等の教訓を踏まえ、木津川上流域の大規
模水害・土砂災害及び複合災害に対し｢逃がす・防ぐ・回復する」ことにより減災する。

○令和2年10月に淀川流域治水協議会木津川上流分会を立ち上げ（※減災協の規約改正）

○「淀川水系流域治水プロジェクト木津川分会」をとりまとめ（R6.3更新）
○構成メンバー:淀川流域治水協議会規約第3条の2に基づく構成員

■目的 近年の豪雨や、気候変動による水害の激甚化・頻発化に備え、淀川流域において、あらゆる関係者が協働して流域全体
で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを目的とする。

津市⾧、名張市⾧、伊賀市⾧、笠置町⾧、南山城村⾧、宇陀市⾧、山添村⾧、曽爾村⾧、御杖村⾧、三重県（水災害対策監）、京都府（建設交通部
理事）奈良県（河川政策官）、水資源機構関西支社木津川ダム総合管理所⾧、津地方気象台⾧、奈良地方気象台⾧、国立研究開発法人森林研究・整
備機構 森林整備センター近畿北陸整備局⾧、西日本旅客鉄道株式会社 近畿統括本部 阪奈支社⾧、近畿日本鉄道株式会社大阪統括部 施設部⾧、
伊賀鉄道株式会社 鉄道営業部⾧、国土交通省近畿地方整備局（淀川ダム統合管理事務所⾧、木津川上流河川事務所⾧、紀伊山系砂防事務所⾧）、
農林水産省 近畿農政局（洪水調節機能強化対策官、淀川水系土地改良調査管理事務所⾧）、東海農政局 洪水調節機能強化対策官、日本防災士会
（三重県支部⾧、京都府支部⾧、奈良県支部⾧）

木津川上流の水防災意識社会 再構築ビジョン

流域治水プロジェクト

淀川流域治水協議会

１期(H28-R2) 2期(R3-R7) 3期(R8-R12)

• これまでそれぞれの議題・構成員ごとに協議会を分割して開催し、年に２回実施してきたが、年１回に統合していく方針とする。

取組の共有等

「水防災意識社会再構築ビ
ジョン」に基づく内容を協議

流域治水プロジェクトに
基づく内容を協議

凡例



条文
番号

項目名
規約
頁番号
(黄着色)

これまで これから 備考

第1条 名称 1 • 会議名は既に合同となっている。 • 現行と同一を想定

第2条 目的 1 • 双方の協議内容を含んでいる。 • 現行と同一を想定

第3条 対象地域 1 • 木津川上流域を対象とする。 • 現行と同一を想定

第7条 協議会の
実施事項

1~2 • 第７条第1~5項を5月の水防法に
基づく協議会で実施

• 第７条第6~9項を3月の流域治水
協議会規約に基づく協議会で実施

• 第７条第1~9項をまとめて年1回
の協議会で実施することを想定

- 構成員 4,5,8~
11

• 本資料p5参照 • 現行と同一を想定しているが、取
組メニュー検討により変更可能性
あり

- 会議開催 - • 幹事会年2回（水防法：4月、流域
治水協議会：2月）

• 協議会年2回（水防法：5月、流域
治水協議会：3月）

• 幹事会 年１回を想定
• 協議会 年１回を想定

• 合同開催による参加人
数増加で、「聞き手」意識
になりやすいことが憂慮
されるため、議論の場と
して担当者勉強会を開催
予定。

- 取組
メニュー

- 【水防法】取組方針に基づく
【流域治水】「流域治水プロジェクト木
津川分会」版に基づく

• 双方の取組について重複するも
のも多いため、取組メニュー名称
の統一を図っていく予定。

合同開催による変更有無
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• 合同開催による減災協に係る各項目の変更有無について、減災協規約に記載の条項に沿って整理した。

規約、規程 参照



実施事項・取組メニューについて
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参考資料５参照

• 流域治水プロジェクトと取組方針で定めている取組メニューのほとんどは同一の内容である。一部、流域治水プロジェクトで定められている「グ
リーンインフラ」等、流域治水プロジェクトのみで定められている取組も存在している。

• 協議会を合同開催とすることにより、情報共有不足の防止や幅広い主体による対策の認知に繋がり、双方にとって参考となる協議会となることが
期待できる。

・農業用排水路の治水利用
・下水道計画、都市計画変更
・治山事業 等

【ハード対策】
・既設ダムの機能維持
・田んぼダムの整備

【ソフト対策】
・要配慮者利用施設における避難計画の策定及び訓練
の促進
・防災リーダー育成の支援を実施
・水災害のＢＣＰ（事業継続計画）を作成
・関係機関が連携した実働水防訓練の実施

等

【グリーンインフラ】
・生態系ネットワークの形成
・防災と生態系が両立した河道掘削
・民間活力による河川環境保全及び地域活性化への支援
等

取組方針：約65項目

流域治水プロジェクト：約100項目

▲構成員に毎年依頼している「取組アンケート」より抜粋

■取組メニューの対応関係 例



【参考】 構成員について
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• 機関・部局によっては、水防法もしくは流域治水協議会規約のどちらかに基づく構成員となっている。
• 合同開催となった場合も構成員は同一とする予定だが、取組メニューの検討や構成員の皆様からのご意見によって変更する可能性がある。

： 「水防災意識社会再構築ビジョン」のみの構成員

： 「流域治水プロジェクト」のみの構成員

規約、規程 参照

市町村の部局も幹事会規
程ではどちらかに基づく構
成員である場合がある。



【参考】 流域治水協議会と大規模氾濫減災協議会の関係
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• 事務負担の軽減の観点から、大規模氾濫減災協議会（水防法第15条に基づく、減災対策協議会と同様の会議）の流域治水協議会との合同開催
等については認められている。

• また、流域治水協議会は、大規模氾濫減災協議会を包括するものであり、取組方針の内容を共有するものとされている。

協議会の運営については、WEB 会議ツールの活用の
ほか関連する協議会（流域治水協議会など）と構成
員や協議事項の相違に留意したうえで、同日開催と
するなど、
効率的な実施を図るようお願いいたします。

▲国土交通省水管理・国土保全局, 令和７年５月13日,
通知『令和７年出水期を迎えるにあたっての
「大規模氾濫減災協議会」の運用について』より抜粋

包括関係にある

▲令和７年３月, 一般財団法人国土技術研究センター

「解説・特定都市河川浸水被害対策法施行に関するガイドライン」より抜粋

①

右図①抜粋

右図②抜粋

②



次期取組方針の策定について

（参考資料４参照）



令和7年度 令和8年度

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 春～夏

構成機関

木津川上流部
減災対策協議会

木津川上流部
減災対策協議会
合同幹事会

公表資料

取組方針改定の流れ
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[水防法に基づく
構成員]
+

[淀川流域治水協議会
規約に基づく構成員]
令和8年度からの取
組方針の確認・承認

（出水期前予定）

[水防法に基づく
構成員]
+

[淀川流域治水協議会
規約に基づく構成員]
令和8年度からの取
組方針（案）の提示
→意見照会

R8～R12 取組方針

R7.10実施
担当者勉強会で
依頼の
アンケートに回答

反映

R8• 『「水防災意識社会 再構築ビジョン」に基づく木津川上流部の取組方針』（以下、「取組方針」）は令和７年度に目標年度を迎えるため、今出水期
前の協議会にて、令和8年度から５カ年で取り組む「水防災意識社会再構築」に向けた取組を設定する取組方針へ改定を行う。

• 水防法に基づく構成員による第22回合同幹事会にて意見照会、第20回協議会にて承認を得て改定を行う予定である。
• 「取組方針」は流域治水協議会規約に基づく構成員の皆様が取り組む流域治水プロジェクトのメニューと重なる部分もあるため、本会でも改定に
関する意見をお聞きしたい。

報告

適宜
ヒアリング

[淀川流域治水協議会
規約に基づく構成員]
令和8年度からの取
組方針 重点項目
（案）の提示
→意見照会

[淀川流域治水
協議会規約に基
づく構成員]
重点項目(案)
の意見照会

反映



【参考】 木津川上流部の取組方針 概要
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「水防災意識社会再構築ビジョン」に基づく木津川上流部の取組方針について

本協議会では、平成25年9月の台風18号による洪水をはじめとして近年浸水被害が頻発する木津川上流部において、平成27

年9月の関東・東北豪雨や平成26年8月の広島土砂災害等の教訓を踏まえ、主な課題を抽出し、「逃す・防ぐ・回復する」こと

に主眼をおいた取組方針を作成した。

また、大規模水害・土砂災害の意識が、若い世代を中心に記憶から薄れている現状を鑑み、『次世代に「水害・土砂災害に

強い地域」と水防災意識を「継承」する。』ことも目標に位置づけ、取組方針をとりまとめた。

具体的な内容

洪水を河川内で安全に流す対策として堤防整備や河道掘削などの実施に加え、避難行動、水防活動に資する基盤の整備、

内水対策、流出抑制に関する整備等を実施する。

〇ハード対策

・避難情報が対象者に着実に届くように降雨予測や避難情報・水位情報の提供強化など。

・住民の防災意識・知識の向上を図るため、防災に関する補助教材を活用し、学校などを対象とした出前講

座の実施など。

・避難のための時間を十分に確保した避難指示等の発令を可能とするようタイムラインの作成・訓練などを

協議会構成員全体で連携して実施など。

・水防団や消防団、自主防災組織等の協力・連携強化のため、市町村を越えた広域水防訓練の検討等。

・氾濫水の迅速な排水に向けた、大規模水害を想定した排水訓練の実施など。

・災害時にも行政事務機能を継続的に実施するため、庁舎の耐水対策化や事業継続計画の作成など。

「逃がす」取組

「 防 ぐ 」 取 組

「回復する」取組

〇ソフト対策



〇目標達成に向けた取組方針

１．逃げ遅れをなくす的確な避難行動のための取組

２．氾濫時、土砂災害時及び複合災害時に人命と財産を守る災害活動の強化

３．一刻も早く日常生活を回復するための取組

【参考】 木津川上流部の取組方針 概要
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減災のための目標

円滑かつ迅速な避難や的確な水防活動の実施、及び円滑かつ迅速な氾濫水の排水等の対策を

実施することで、参加機関が連携して令和７年度までに達成すべき目標は以下のとおりとした。

平成27年9月の関東・東北豪雨や平成26年8月の広島土砂災害等の教訓を踏まえ、

木津川上流域の大規模水害・土砂災害及び複合災害に対し

「逃がす・防ぐ・回復する」ことにより減災する。
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取組方針の改定方針

■取組方針の構成と改定箇所

1. はじめに

2. 構成員

3. 概要と主な課題

4. 現状の取組状況

5. 減災のための目標

6. 概ね5年で実施する取組

7. フォローアップ

① 全国的な流れ・法改正等の反映
② 令和3年度～令和7年度末時点の取組状

況の反映・課題の整理

③ 住民防災意識調査等の結果をもとに課題
を整理

• 令和8年度から5カ年で取り組む内
容に更新

• 重点項目の設定

構成 改定の概要

• 令和8年度からの取組方針について、改定箇所と改定の概要は以下のとおりである。
• 「１．はじめに」～「４．現状の取組状況」に記載の内容を、3つの観点（①全国的な流れ・法改正等の反映、②令和3年度～令和7年度末時点の
取組状況の反映・課題の整理、③住民防災意識調査等の結果をもとに課題を整理）によって改定する。

• これらの内容を元に、「概ね5年で実施する取組」に記載の取組項目を令和8年度から5カ年で取り組む内容に更新し、その中でも重要な取り組
みを「構成機関と連携して実施する重点項目」に設定する。
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• 取組方針の「6.概ね5年で実施する取組」に記載の取組項目は、以下のとおりである。
• 洪水・内水・土砂災害に対するハード対策・ソフト対策と、複合災害に対するソフト対策が設定されている。

【凡例】

令和７年度末 取組実施（予定含む）機関数に対する実施済み機関数
■:～20％ ■:～40％ ■:～60％ ■:～80％ ■:～100％
■:令和４年時点で実施済みとされた取組

取組項目一覧
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【凡例】

令和７年度末取組実施（予定含む）機関数に対する実施済み機関数
■:～20％ ■:～40％ ■:～60％ ■:～80％ ■:～100％
■:令和４年時点で実施済みとされた取組

取組項目一覧
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現時点のPhase分類をもとにした有効な取組

①Phase1に向けて
• リスクを認知できていない方に向けて自らのリスクを認知し
ていただくような取組

②各Phaseに向けて
• 各Phaseの人がワンランクアップを行えるような取組

③率先避難者に向けて
• 約20%の率先避難者が旗振り役となり、全体のPhaseを引
き上げるような取組

Phase
1

Phase
2

Phase
3

Phase
4

Phase
5

率先
避難者

令和７年度

令和●年度

令和●年度

Phase分類の経年変化イメージ

Phase
1

Phase
2

Phase
3

Phase
4

Phase
5

率先
避難者

• 前々頁で示した取組項目のうち数項目を「構成機関と連携して実施する重点項目」（以下、「重点項目」）として位置づける。
• 「重点項目」設定時の観点として、本取組方針は「水防災意識社会再構築」に向け策定されていることから住民の防災意識の底上げが重要である
ことを踏まえ、防災意識向上に繋がる取組を優先的に「重点項目」に設定する予定。

• 資料1 p17で紹介した住民防災意識調査の結果を見ると、木津川上流域は「率先避難者」が約1割強程度存在する一方で、「Phase1」が最も多い。
• この状況を踏まえ、水防災意識社会再構築の実現に向けては、下記に示す「現時点のPhase分類をもとにした有効な取組」を推進していくことが重
要と考えられるため、この観点から「重点項目」候補を抽出する。

重点項目の設定について（案）



• 「現時点のPhase分類をもとにした有効な取組」に合致する以下の取組項目を「重点項目」として設定する。
• 「重点項目」の設定についてご意見があれば、伺いたい。
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重点項目の設定について（案）

■構成機関と連携して実施する重点項目一覧（案）
観点 R８～R１２の重点項目（案） 備考

①住民のリスク認知を
高める取組

○まるごとまちごとハザードマップを整備
○土砂災害・洪水ハザードマップの策定・周知

②各phaseの住民が
継続的にワンランク
アップを狙える取組

○小中学校における水災害教育を実施
○土砂災害の教育、土砂災害対策事業の啓
発活動の実施
○住民一人一人のマイタイムライン、マイ防災
マップの作成促進
○要配慮者利用施設における避難計画の策
定及び訓練の促進

〇法的義務化や、訓練未実施施設数が多い
市町村が存在する状況を踏まえた

③率先避難者が旗振
り役となり、全体の

Phaseを引き上げるよ
うな取組

○複数機関や防災リーダーが連携し、住民に
向けた防災啓発活動の実施（新規追加）


